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資料１



１ 福祉部における要配慮者対策の概要

・避難行動要支援者名簿の活用と個別避難計画の作成

・高齢者、障がい者向け「風水害時のマイ・タイムライン講習会」

の開催

２ 災害時の避難の考え方と災害への各自の備えの重要性

・災害ごとの避難の考え方

・大田区の防災ハザードマップ

・各学校における備蓄、バリアフリーの対応状況

・災害への各自での備えの重要性



１ 福祉部における要配慮者対策の概要

マイ・タイムライン
作成対象者

個別避難計画
作成対象者

区が優先的に支援
する計画対象者

（区・福祉専門職作成）

本人・地域記入
の計画対象者

（本人・家族作成）

大田区民（約73万人）

※ 個別避難計画は地震
も想定して作成

要配慮者（高齢者・障がい者・乳幼児・外国人等）

高齢者・障がい者（約19万人）

施設入所者

避難行動要支援者※１
（約1万６千４百人）

水害時ハイリスク者※２と思われる方
避難確保

計画

R4年度個別避難計画（区が優
先的に支援する計画）対象者

拡大

Ｒ６対象者

Ｒ５対象者

※１ 避難行動要支援者

〇 要介護３～５の65歳以上の方
〇 視覚障がい１、２級
〇 聴覚障がい２、３級の方
〇 移動機能障がい１～４級の方
〇 下肢障がい又は体幹機能障がい

１～３級の方
〇 愛の手帳１～４度の方
〇 65歳以上のひとり暮らしで避難

行動に支援が必要な方
〇 その他避難行動に支援が必要な

者(精神障がい、難病患者等を含む)

※２ 水害時ハイリスク者

台風等の予測が可能な災害が
発生した際に、区が対策を講じ
ないと生命の危険が生じる可能
性がある要配慮者（高齢者・障
がい者）





２ 災害時の避難の考え方と災害への各自の備えの重要性




